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医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が高額になる場合の負担を軽減する制度
です。医療保険と介護保険の自己負担を合算し、基準額を超えた場合に、超えた金額を支給します。

世帯内の同じ医療保険加入者が、平成28年８月から平成29年７月末までの間に支払った
医療保険・介護保険の自己負担が次の基準額（自己負担限度額）を超える場合に、その超えた
額を支給します。
世帯の中で、同じ医療保険に加入している方の自己負担額を合算します。
異なる医療保険に加入している方とは合算されません。

次に該当する方には、上記のお知らせができない場合があります。
◆平成28年８月から平成29年７月末までの間に
・市町村を越える住所変更をした方
・他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移った方

※上記の支給要件を参考に、支給の対象となるかを確認し、詳しくは問い合わせてください。
※社会保険（会社の健康保険）に加入している方は、会社に問い合わせてください。

◆70歳未満
ア　所得（注１）が９０１万円を超える方……………………………………………２１２万円
イ　所得（注１）が６００万円を超え９０１万円以下の方……………………………１４１万円
ウ　所得（注１）が２１０万円を超え６００万円以下の方………………………………６７万円
エ　所得（注１）が２１０万円以下の方（住民税非課税世帯除く）…………………６０万円
オ　住民税非課税世帯の方……………………………………………………………３４万円

◆７０歳以上７５歳未満 または 後期高齢者医療被保険者
①　被保険者証の負担割合が「３割」の方…………………………………………６７万円
②　①・③・④以外の方………………………………………………………………５６万円
③　世帯全員が市民税非課税の方……………………………………………………３１万円
④　③のうち、世帯全員の所得（注１）が一定基準以下（注２）の方………………１９万円

※注１：平成27年中（平成２７年１月１日から１２月３１日）の基準所得額
※注２：世帯全員が住民税非課税で各種収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が０円となる世

帯の方（公的年金は収入から８０万円を控除）

支給要件

自己負担
限度額

─ 対象の方へ「お知らせ」を送付しています ─
高額医療・高額介護合算療養費制度

平成29年度の支給要件・自己負担限度額

・自己負担額は、毎年８月１日から翌年７月31日まで（１年間）の医療保険と介護保険の自己負担額の合算
が対象です。

・高額療養費や高額介護（予防）サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
・医療保険と介護保険のどちらか一方のみ利用した場合は対象となりません。

申請手続きの「留意点」

問合せ先　・□市市民窓口グループ　☎52－1111（国民健康保険　内線219・261）
（後期高齢者医療　内線227）

・いきいき広場内介護保険・障がいグループ　☎52－9871
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学区別経年健診受診率 学区別メタボ率
■腹囲等リスクあり者率H26年度
■腹囲等リスクあり者率H27年度
■腹囲等リスクあり者率H28年度

■健診受診率H26年度
■健診受診率H27年度
■健診受診率H28年度
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高浜市国民健康保険「データヘルス」計画の紹介　シリーズ㉚

「データヘルス計画」は＜医療＞＜保健＞＜介護＞などの各種データをもとに
加入者の健康対策を効果的に実施し「健康寿命の延伸」と「医療費の適正化」を
図るための計画です。今回は国保加入者の健診結果をお知らせします。

データヘルスで家族みんなの
「健やかさ」を応援します

ほとんどの学区でメタボ率上昇中！
あなたの健診結果にメタボ注意報？出ていませんか？

問合せ先　・□市市民窓口グループ　　　　　　　☎52－1111（内線279）
・いきいき広場内保健福祉グループ　☎52－9871

腹囲の基準は、
男性85㎝以上
女性90㎝以上

メタボリック
症候群の目安

■学区別経年健診率（表１）
グラフは平成26年度～平成28年度の「特定健診」状況を「小学校区」別に分析

したものです。
表の一番右側には、「高浜市全体の受診率」を示しています。平成26年度に

46.5％でしたが平成28年度には46.9％と0.4ポイント上昇しています。
平成28年度の愛知県（平均受診率39.5％）との比較では、高浜市の受診率は高

くなっていますが、今後も多くの国保加入者に健診の利用をお勧めします。

■学区別メタボ率（表２）
小学校区ごとの分析では、健診受診率、メタボリック症候群
（該当者・予備群の率）で学区によって異なる傾向が出ました。
３年間の変化をみると、ほとんどの学区においてメタボリック
症候群率（該当者・予備群）が上昇してきていることがわかりま
す。
健診でメタボリック症候群を早期に発見し、生活習慣を変えて
翌年の健診結果を改善していきましょう。
BMI、腹囲、血液検査（血糖・脂質等）、血圧の結果が基準値
を超えている方は、過去３年分の健診データの変化をこの機会に
確認してみましょう。
検診結果の見方をもっと知りたい方は問い合わせてください。


